
 

３１. 江井ヶ島駅北地区 地区計画(概要)               
 

区域の整備・開発及び保全に関する方針 

名   称 江井ヶ島駅北地区地区計画 

位   置 明石市大久保町江井島の一部 

面   積 約６．８ヘクタール 

地区計画の 

目   標 

 本地区は、山陽電鉄江井ヶ島駅の北に位置する。 

 本計画は、利便性の高い立地特性を踏まえ、土地区画整理事業によ

り形成される住宅市街地と周辺の既存市街地が調和しながら、良好な

居住環境を形成するよう誘導するとともに、より良い住宅市街地の維

持・保全を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
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開
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す
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方
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土 地 利 用 の 

方    針 

 

住工が共存した居住環境を保全・育成するため、地区を３区分し、

それぞれの方針により土地利用を誘導する。 

（住宅一般地区） 

低層住宅を中心とした良好な住宅市街地の形成を図る。 

（住宅沿道地区） 

住宅主体の土地利用を形成しながら、地区住民等の利便性に配慮し

た沿道サービス施設等の適切な誘導を図る。 

（住工共存地区） 

住宅と工場等が調和した居住環境の維持・保全を図る。 

 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

本地区に整備された道路や公園の機能が損なわれないよう維持、保

全を図る。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

 

既存の低層の戸建住宅を中心としたゆとりあるまちなみや、住宅と

工場等が調和した良好な居住環境を保全・育成するため、建築物等の

用途・高さ・形態又は意匠に配慮し、それぞれの地区にふさわしい建

築物等の規制・誘導を図る。 

 

 

 

令和 6 年 5 月 31 日決定告示 



 

 

地区の 

細区分 

名称 住宅一般地区 住宅沿道地区 住工共存地区 

面積 約３．０ヘクタール 
約１．２ 

ヘクタール 

約２．６ 

ヘクタール 
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建築物等の 

用途の制限 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 

１）共同住宅又は長屋で、１戸当たりの住戸専

用面積が４０平方メートル未満のもの 

２）ホテル又は旅館 

３）ボーリング場、スケート場、水泳場その他

これらに類する運動施設（建築基準法施行令

（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」とい

う。）第１３０条の６の２に掲げるもの。） 

４）カラオケボックス、ダンスホールその他 

これらに類するもの 

５）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、   

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの 

６）劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は

ナイトクラブその他これに類するもの（令第

１３０条の７の３に掲げるもの。） 

７）キャバレー、料理店その他これらに類する

もの 

８）事務所その他これに類するもの（令第１３

０条の３の規定により兼用住宅の用途とし

て同条第１号に掲げるものを除く。） 

９）店舗、飲食店その他これらに類するもの（令

第１３０条の５の３に掲げるもので、その用

途の床面積の合計が５００平方メートル以

内かつ２階以下の部分にあるものを除く。） 

１０）自動車教習所 

１１）自動車車庫で床面積の合計が３００平方

メートルを超えるもの（都市計画決定された

ものを除く。）又は３階以上の部分にある  

もの 

１２）建築物に附属する自動車車庫で令第１３

０条の５の５に掲げるもの 

１３）倉庫業を営む倉庫 

１４）畜舎で床面積の合計が１５平方メートル

を超えるもの 

１５）工場 

１６）令第１３０条の９の表に掲げる危険物の

貯蔵又は処理に供するもの 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

 

１）共同住宅又は長屋で、

１戸当たりの住戸専用

面積が４０平方メート

ル未満のもの 

２）ホテル又は旅館 

３）ボーリング場、スケー

ト場、水泳場その他これら

に類する運動施設（令第１

３０条の６の２に掲げる

もの。） 

４）カラオケボックス、ダ

ンスホールその他これら

に類するもの 

５）マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類する 

もの 

６）劇場、映画館、演芸場

若しくは観覧場又はナイ

トクラブその他これに類

するもの（令第１３０条

の７の３に掲げるもの。） 

７）キャバレー、料理店  

その他これらに類するも

の 

 

 建物等の高さ 

の最高限度  
１０メートル １５メートル 

 建築物等の形 

態又は意匠の 

制    限 

 

建築物及び屋外広告物は、配置・意匠（形態、材料、色彩等）に配慮し、

周辺環境に調和したものとする。 

「区域は、計画図表示のとおり」 


